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［風水害へ備えるために］ 

■ 水害、土砂災害から身を守るために、      で家や地域のリスクを

事前に知ることが重要である。 

■        は、災害の種類ごとに、緊迫度などに応じてランク付けを

して出されるものであり、市町村が住民に避難行動を促す避難情報を発令す

る基準となる。 

■ 土砂災害に関しては、警戒レベル５に相当する「      （土砂災

害）」、警戒レベル４に相当する「       」、警戒レベル３に相当す

る「     （土砂災害）」にランク付けされている。 

■      は、防災気象情報などを基に市町村長が発令し、住民の避難行

動を促す情報であり、       、      、       があ

る。 

■         は警戒レベル５、       は警戒レベル４、      

は警戒レベル３に当たる。 

■ 警戒レベル３の      は、災害のおそれがある状況で地区を特定

し発令される。 

■ 警戒レベル４の      は、災害のおそれが高い状況で地区を特定
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し発令される。 

■ 警戒レベル５の      は、災害がすでに発生した、または災害の発

生が切迫している状況で地区を特定し発令される。 

■ 避難情報が発令された場合の避難行動には、    と    がある。 


